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支配株主等に関する事項について 

 

 

当社の親会社である株式会社ＬＩＸＩＬグループについて、支配株主等に関する事項は、以下のとおり

となりますので、お知らせいたします。 

 

１．親会社、支配株主（親会社を除く。）、その他の関係会社又はその他の関係会社の親会社の商号等 

（2019年３月 31日現在） 

名称 属性 
議決権所有割合（％） 発行する株券が上場されている 

金融商品取引所等 直接所有分 合算対象分 計 

株式会社 

ＬＩＸＩＬ 

グループ 

親会社 53.27 － 53.27 

・株式会社東京証券取引所 

市場第一部 

・株式会社名古屋証券取引所 

  市場第一部 

 

２．親会社等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と親会社等との関係 

（１）親会社等の企業グループにおける当社の位置付け、親会社等との人的・資本的関係及び取引関係 

当社は、株式会社ＬＩＸＩＬグループの連結子会社であり、流通・小売事業として位置付けられてお

ります。出向者については、親会社の子会社株式会社ＬＩＸＩＬから当社へ出向している一般社員は 21

名（2019年３月 31日現在）おります。 

当社は、親会社グループとの取引を行っておりますが、取引条件、価格等については一般的な市場価

格と同等に取引を行っております。 

親会社を中心とするＬＩＸＩＬグループと当社との主な取引は次のとおりであります。 

取引先 取引内容 取引条件等の決定方法 

株式会社ＬＩＸＩＬトータルサービス 商品の仕入 仕入価格は、一般的な市場販売価格と同額であります。 

株式会社ＬＩＸＩＬ 商品の仕入 仕入価格は、一般的な市場販売価格と同額であります。 

驪住貿易（上海）有限公司 商品の仕入 仕入価格は、一般的な市場販売価格と同額であります。 
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（２）親会社等の企業グループに属することによる事業上の制約、リスク、メリット 

当社は、メーカーを主とする親会社の企業グループとは異なる小売事業を営んでおり、事業上の制約

はありません。また、当社は、株式会社ＬＩＸＩＬグループから会社商号等に用いられる「ＬＩＸＩＬ

ビバ」及び「ＬＩＸＩＬ ＶＩＶＡ」の使用許諾を受けており、ＬＩＸＩＬグループの企業ブランドは、

当社グループのステークホルダーに対して、信用、安全、高品質等のイメージにおいて総合的な価値を

供するものです。 

また、当社は、親会社の企業グループとの商品仕入の取引を行っておりますが、当社の仕入総額に対

する割合は.3.39％となっており、親会社の企業グループから自由な事業活動を阻害される状況にはあり

ません。 

 

（３）親会社等のグループ企業との取引関係や人的関係、資本関係などの面から受ける経営・事業活動へ

の影響等 

当社の親会社である株式会社ＬＩＸＩＬグループは、議決権所有割合で 53.27％の当社普通株式を保

有し、当社取締役の選任・解任、合併その他の組織再編の承認、重要な事業の譲渡、当社定款の変更お

よび剰余金の配当等の当社の基本的事項について、決定権または拒否権を有しております。株主総会の

承認が必要となるすべての事項の決定に関して、他の株主の意向にかかわらず株式会社ＬＩＸＩＬグル

ープが影響を与える可能性があります。 

なお、株式会社ＬＩＸＩＬグループとの事前承認事項はなく、当社が独自に経営の意思決定を行って

おります。 

2019年３月 31日現在、株式会社ＬＩＸＩＬから当社へ出向している一般社員は 21名います。これら

の社員については、引き続き株式会社ＬＩＸＩＬの雇用とし、役職者へ昇進が検討された場合には転籍

を基本方針とし、または本人の選択により出向解除を行い出向元へ帰還させる予定であります。 

今後、役職予定者は当社へ転籍させることを基本方針とし、当社独自の採用を進めることで、業務を

安定的に遂行できる体制を構築する予定であります。 

店舗名称である「ビバホーム」、「スーパービバホーム」につきましては、それらの商標権を株式会社

ＬＩＸＩＬグループより譲り受けております。当商標は顧客からの認知度が高く、「ＬＩＸＩＬ」を一部

に含む商標等が使用できなくなった場合でも、販売面での重要な影響はないものと判断しております。  

しかし、今後、当社が株式会社ＬＩＸＩＬグループの子会社でなくなった場合等を理由として当該ラ

イセンス契約許諾が終了した場合、当社の商号、ロゴの変更を余儀なくされ、当社グループの企業イメ

ージに影響を及ぼす可能性があります。 

また、当社はＬＩＸＩＬグループとの資金の借入れや資金の預託は行っておりません。 

 

（４）親会社等からの一定の独立性の確保に関する考え方およびそのための施策  

当社の取締役には、親会社の取締役及び執行役を兼務している者がいないため、当社の取締役のうち

半数に至る状況にはなく、独自の経営判断が行える状況にあります。 
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３．支配株主等との取引に関する事項 

支配株主等との取引は、開示すべき重要な取引はありません。 

 

４．支配株主との取引等を行う際における少数株主の保護の方策の履行状況 

当社が支配株主グループとの取引を行う場合には、少数株主保護の観点から取引状況等の内容の適正性

を第三者との取引条件と比較検討し、経済合理性にかなう意思決定をしております。 

また、支配株主の影響を受け、支配株主に有利な取引、投資、事業展開を行うことなく、少数株主の保

護に努めてまいります。  

以 上 


